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１ 道路の位置の指定とは（法第４２条第１項第５号） 

    

  位置指定道路とは、土地を建物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法そのほ

かの公法によらないで築造する、政令で定める基準に適合する道で、「特定行政庁が利害関

係人の申請に基づき位置の指定をした、幅員４メートル以上の私道」のことです（建築基

準法第４２条第１項５号）。 

つまり、位置指定道路は、道路法により定められた、いわゆる公道とは別の建築基準法

で定められる私道のひとつです。特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の

用に供されます。具体的には、私道内の建築は制限され、また私道の廃止、変更が制限さ

れ、私道部分は建物の敷地には参入されなくなるなどの効果が生じます（建築基準法４４ 

条・４５条）。 

    また、造成区域の規模が１，０００㎡以上の場合には、都市計画法による開発許可を得 

て道路を造ることとなりますが、１，０００㎡未満の場合で、現況道路に接していない土 

地を宅地とするために、道路（私道）を造る際は、宅地の道路との関係から道路の位置の 

指定を受けることが必要となります。 

道路の位置の指定にあたっては、幅員や形状、排水施設等、道路としての具体的な基準 

によって整備する必要があり、また、道路となる部分の土地に係る関係権利者全員の承諾 

が必要となります。 

 

※道路の位置の指定を受けた私道は、所有者の責任において、道路として通行を損なわ 

ないよう常時適正な状態（日常的な自動車等の駐車、植木鉢やプランターの設置等を行 

わない状態）で維持管理しなければなりません。 

ただし、新居浜市位置指定道路の帰属及び管理に関する要綱に該当する場合、道路の 

位置の指定を受けた私道を新居浜市へ移管することができます。 
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２ 道路の位置の指定に関する基準 

 

（１）建築基準法による基準（第４２条第１項） 

 

（道路の定義）  

第４２条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員４メー 

トル以上のものをいう。  

一一一一 道路法 （昭和２７年法律第１８０号）による道路  

二二二二    都市計画法 、土地区画整理法 （昭和２９年法律第１１９号）、旧住宅地造成事 

業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号）、都市再開発法 （昭和４４年法律第 

３８号）、新都市基盤整備法（昭和４７年法律第８６号）、大都市地域における住 

宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 （昭和５０年法律第６７号）又は密 

集市街地整備法 （第六章に限る。以下この項において同じ。）による道路  

三三三三 この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道  

四 道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市 

街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執 

行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの  

五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理 

法、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供 

給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で 

定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置 

の指定を受けたもの  
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（２）建築基準法施行令による基準（第１４４条の４第１項） 

 

    道路の位置の指定（法第４２条第１項第五号）の規定により、建築基準法施行令（以下 

「施行令」という。）第１４４条の４で定める基準は、次に掲げるものとされています。 

 

（道に関する基準）  

第１４４条の４  法第４２条第１項第五号 の規定により政令で定める基準は、次の 

各号に掲げるものとする。  

一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に 

 該当する場合においては、袋路状道路とすることができる。  

イ 延長が３５メートル以下の場合 

ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないも 

 のに接続している場合 

ハ 延長が３５メートルを超える場合で、終端及び区間３５メートル以内ごとに 

 国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合 

ニ 幅員が６メートル以上の場合 

ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行 

 の安全上支障がないと認めた場合 

二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所（交差、接続又は 

 屈曲により生ずる内角が１２０度以上の場合を除く。）は、角地の隅角をはさむ 

辺の長さ２メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであ 

ること。  

三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。  

四 縦断勾配が１２パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。 

五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたも 

 のであること。 
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（３）建築基準法施行規則による基準（第９条及び第１０条） 

 

（道路の位置の指定の申請）  

第９条 法第４２条第１項第五号 に規定する道路の位置の指定を受けようとする者 

は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道 

路の敷地となる土地（以下「土地」という。）の所有者及びその土地又はその土地 

にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて特定行政庁 

に提出するものとする。 

図面の種類 明示すべき事項 

附近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

地 籍 図 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の

境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築

物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、

工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事

項 

 

（指定道路等の公告及び通知）  

第１０条 特定行政庁は、法第４２条第１項第四号 若しくは第五号 、第２項若しく 

は第４項又は法第６８条７第１項 の規定による指定をしたときは、速やかに、次の 

各号に掲げる事項を公告しなければならない。  

一 指定に係る道路（以下この項及び次条において「指定道路」という。）の種類  

二 指定の年月日  

三 指定道路の位置  

四 指定道路の延長及び幅員  

 



 5 / 34 
 

２ 特定行政庁は、法第四十二条第三項 の規定による水平距離の指定（以下この項及び 

 次条において「水平距離指定」という。）をしたときは、速やかに、次の各号に掲げ 

る事項を公告しなければならない。  

一  水平距離指定の年月日  

二  水平距離指定に係る道路の部分の位置  

三  水平距離指定に係る道路の部分の延長  

四  水平距離  

３ 特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速や 

 かにその旨を申請者に通知するものとする。  
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（４）建設省告示（第１８３７号） 

 

昭和４５年建設省告示第１８３７号 

道に設ける自動車の転回広場に関する基準を定める件 

 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１４４条の４第１項第１号ハの規定に 

より国土交通大臣が定める自動車の転回広場に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 道の中心線から水平距離が２メートルをこえる区域内において小型４輪自動車（道路 

運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第１に規定する小型自動車で 

４輪のものをいう。次号において同じ。）のうち最大なものが２台以上停車することが 

できるものであること。 

二 小型４輪自動車のうち最大なものが転回できる形状のものであること。 

 

別表第１ 

自動車の種別 自動車の構造及び原動機 自動車

の大き

さ 

  

長さ 幅 高さ 

小型自動車 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車

の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動

車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の

もの（内燃機関を原動機とする自動車（軽油を

燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とす

る自動車を除く。）にあつては、その総排気量

が二・〇〇リットル以下のものに限る。） 

四・七

〇メー

トル以

下 

一・七

〇メー

トル以

下 

二・〇

〇メー

トル以

下 

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）及び

三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小

型特殊自動車以外のもの 
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（５）新居浜市建築基準法施行規則による基準（第１２条） 

 

 (道路の位置の指定申請) 

第１２条 省令第９条の規定による道路の位置の指定申請は、道路の位置の指定(変更・廃止)申

請書(第９号様式)によるものとする。 

２ 前項に規定する申請書には、省令第９条に規定するもののほか、次の表に掲げる図書を添付

しなければならない。 

図書の種類 図書の部数 

(1) 指定を受けようとする道路(以下この条において「道路」という。)

となる土地の所有者の印鑑証明及びその登記事項証明書 

各 1通 

(2) 道路の横断面図及び既設道路との接続部分の縦断面図 縮尺２０分

の１以上 

道路の縦断面図(勾配の判定できる図面) 縮尺 ３００分の１以上 

正副 

各 1通 

(3) 道路を利用して敷地となる土地の敷地割図及びその合計面積 縮尺 

３００分の１以上 

正副 

各 1通 

(4) 道路及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施

設の配置図及び構造図 縮尺 ３００分の１以上及び２０分の１以

上 

正副 

各 1通 

３ 市長が周囲の状況により必要がないと認める場合は、前項に規定する図書の一部を省略する

ことができる。 
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４ 申請者は、第１項の申請に係る道路の工事が完了したときは、道路の築造工事完了届(第１

０号様式)を市長に提出しなければならない。 

５ 省令第１０条第３項の規定による道路の位置の指定通知は、第１項に規定する申請書の副本

にその旨を記載して申請者に交付することによって行う。 

６ 前項の規定による指定通知に係る道路の位置の指定を変更し、又は廃止しようとするときは、

前各項(第４項を除く。)の規定を準用するほか、指定を受けた道路に接する敷地所有者の印鑑

証明を添えた承諾書を市長に提出しなければならない。ただし、廃止しようとするときは第２

項の表第２号、第３号及び第４号並びに第３項の規定を準用せず、当該道路位置指定の通知書

を添えて提出するものとする。 

(平１２規則７・平１７規則４７・平２４規則１７・一部改正) 
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（２）事前相談 

   道路の位置の指定を受けようとする場合は、その指定の申請に先立ち「道路位置指定（変 

更）事前相談書（第１号様式）」の提出が必要となります。これは、事前に計画内容、技術基 

準及び他法令の適合性等に関する審査を行い、申請書類や道路構造等が適合した時点で円滑 

に本申請が提出できるようにしているものです。 

 

ア 提出書類と記載事項 

  事前相談に必要な図書と記載事項は次のとおりです。（提出部数は３部。） 

  図書の種類 縮尺 記 載 事 項 備 考 

 １ 

道路位置指定（変更） 

事前相談書 

 ・別添様式（第１号様式）による ・委任状は省略可 

 ２ 

土地・建物 

登記事項証明書 

 

・指定道路敷に係る土地及び建物の登記事項証

明書（写しで可） 

 

 ３ 位置図  

・住宅明細地図程度 

・方位、申請道路の位置、付近の目標 

・申請道路部分、開

発範囲は赤枠 

・各図面の方位を合

わせる 

 ４ 公図の写し 1/500 ・法務局備付け原図からの写し 

 ５ 現況図 

1/200

以上 

・敷地内及び周辺の状況（既存建物等図示） 

 ６ 敷地計画図 

1/200

以上 

・道路の位置及び道路の築造計画等 

・接続する道路の道路種類、幅員 

・敷地内及び周辺の状況（用途地域界・都市計

画道路等） 

 ７ 求積図・求積表 

1/300

以上 

・接続する道路の幅員 

・申請道路の幅員、延長、周囲及び隅切り長さ 

・申請道路の部分及び建築敷地等の求積 

 ８ 道路断面図 

1/20

以上 

・道路の構造（幅員、勾配）、申請道路に接する

擁壁及び塀等の構造図 

 

 ９ 排水計画図 

1/200

以上 

・敷地計画図と兼ねても可 

・申請道路部分は赤   

 枠 

１０ 高低測量図 

1/200 

以上 

・敷地が平坦な場合は、敷地計画図と兼ねても   

 可 

・申請道路部分は赤 

 枠 

１１ 構造詳細図 

1/20

以上 

・道路、排水施設、擁壁、工作物等 

 （断面、平面、排水施設構造） 

 

１２ 境界査定図の写し  ・道路、水路の境界査定図の写し ・申請部分は赤枠 

１３ その他必要な図書  

・既存建築物の建築基準法上のチェック資料等 

・現況写真（全区域、全面道路、水路等） 
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イ 関係各課との調整 

  事前相談と並行して、道路や下水道などの技術基準及び他法令の適合性等について関係 

各課との調整を行ってください。また、必要に応じて、他の関係機関等との調整を行うよ 

うにしてください。 

  事前調整の結果、必要な許可申請や届出の手続き等は、申請者と関係各課との間で直接 

行っていただき位置の指定を受ける上で必要と認める許可については、本申請の際に許可 

の写しを添付してください。 
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（３）本申請 

本申請は、事前相談による審査が終了し、提出図書等の準備や関係権利者の同意が得られ 

た段階で「道路の位置の指定（変更・廃止）申請書（第９号様式）」を提出してください。 

（指定・変更）申請手数料：５０，０００円 

ア 提出図書と記載事項 

  本申請に必要な図書は次のとおりです。（正・副の２部です。） 

  図書の種類 縮尺 記 載 事 項 備 考 

 １ 道路位置指定申請書  ・別添様式（第９号様式）による ・正、副提出 

 ２ 承諾書  

・別添様式（第２号様式）による 

・共有物件は全権利者名（実印を押印） 

・相続関係を明らかにする必要がある時は、除

籍謄本、相続協議書等を添付する。 

・承諾年月日は、関

係権利者別に承諾

を得た日とする 

・印鑑証明等は３カ

月以内のもの 

 ３ 

土地・建物 

登記事項証明書 

 

・関係権利者の土地及び建物の登記事項証明書

（原本） 

・受付日以前の３カ月以内のもの 

 

 ４ 

土地の関係権利者等

の印鑑登録証明書 

 

・承諾者全員の受付日以前の３カ月以内のもの 

・登記上と印鑑登録の住所が異なる場合は住民 

票等を添付し関係を明らかにすること 

・法人の場合は、代表者証明書を添付 

 

 ５ 委任状  ・代理者による申請の場合  

 ６ 位置図  

・住宅明細地図程度 

・方位、申請道路の位置、付近の目標 

・申請道路部分、開

発範囲は赤枠 

・各図面の方位を合

わせる 

 ７ 公図の写し 1/500 ・法務局備付け原図からの写し 

 ８ 現況図 

1/200

以上 

・敷地内及び周辺の状況（既存建物等図示） 

 ９ 敷地計画図 

1/200

以上 

・道路の位置及び道路の築造計画等 

・接続する道路の道路種類、幅員 

・敷地内及び周辺の状況（用途地域界・都市計

画道路等） 

１０ 求積図・求積表 

1/300

以上 

・接続する道路の幅員 

・申請道路の幅員、延長、周囲及び隅切り長さ 

・申請道路の部分及び建築敷地等の求積 

１１ 道路断面図 

1/20

以上 

・道路の構造（幅員、勾配）、申請道路に接する

擁壁及び塀等の構造図 

 

１２ 排水計画図 

1/200

以上 

・敷地計画図と兼ねても可 ・申請道路部分は赤枠 

１３ 高低測量図 

1/200 

以上 

・敷地が平坦な場合は、敷地計画図と兼ねても   

 可 

・申請道路部分は赤枠 

１４ 構造詳細図 

1/20

以上 

・道路、排水施設、擁壁、工作物等 

 （断面、平面、排水施設構造、カタログ等） 

 

１５ 境界査定図の写し  ・道路、水路の境界査定図の写し ・申請部分は赤枠 

１６ その他必要な図書  

・既存建築物の建築基準法上のチェック資料等 

・現況写真（全区域、全面道路、水路等） 
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イ 手続上の留意点・注意事項 

 ①申請者（築造主）は、原則として道路を築造しようとする者とする。 

 ②申請代理者は、原則有資格者（建築士、測量士、行政書士、土地家屋調査士等）とする。 

 ③道路の位置の指定を受けようとする指定道路敷の土地は、建築敷地と区分し、「公衆用道 

路」として分筆登記するようにしてください。 

    なお、分筆の時期は、工事完了届を提出する前に全て終わらせることとし、築造工事完 

了届を提出後、指定告示までの間に権利の変更が生じないように注意してください。 

   ④本申請前に、道路及び水路等公有地との境界確定を必ず済ませてください。 

   ⑤道路の位置の指定を受けようとする指定道路敷の土地に接する隣地等については、民民 

の境界確定を済ませてから図面等の作成を行うようにしてください。なお、境界杭の位 

置を図面に明示してください。 

   ⑥道路の位置の指定により、法の制限（道路斜線、建ぺい率、容積率等）を新たに受ける 

こととなる建築物がある場合は、法の制限が新たに生じたことによる検討をした上で、 

検討結果図書を添付してください。 

   ⑦建築基準法第８８条第１項の工作物の確認を要する工事が含まれている場合は、本申請 

に併せて当該工作物にかかる確認申請の手続きをしてください。 

    なお、工事着手までには確認通知書の写しを提出してください。 
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ウ 関係権利者の同意 

  道路の位置の指定を受けた土地は、道路としての性格上、建築物等を築造することがで 

きなくなり（法第４４条及び法第４５条）、私有地であっても利用の制限が課せられるよう 

になります。 

 そこで、道路の位置の指定の申請にあたっては、指定を受けようとする道路の敷地とな 

る土地の所有者及びその土地、又は指定を受けようとする道路に隣接する土地にある建築 

物若しくは工作物に関して権利を有する者の「承諾書」が必要になります。 

□ 関係権利者の範囲 

① 申請道路の土地に関して権利を有するもの。 

② 申請道路の土地に存する建築物又は工作物に関して権利を有するもの。 

③ 申請道路の土地に隣接する土地及びその土地に存する建築物又は工作物に関して権利

を有するもの。 

  ※隣接地の権利者の承諾を得られない場合は、申請する道路は隣接地との境界線から 

１５ｃｍ以上離してください。ただし、隣接地との境界線が明確でない場合は２５ 

ｃｍ以上離してください。（要分筆） 

④ 既存の私道（位置の指定の道路を除く）に接続して位置の指定を受けようとする場合、 

その私道に関して権利を有するもの。 
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（４）工事着手・完了検査 

  ア 工事着手 

    道路の位置の指定の本申請の審査は、書類審査と工事完了検査の２段階に分かれ、書類 

   審査が終わると、市からその旨を連絡しますので、その後に工事を着手してください。 

    なお、道路の築造工事の各施工段階における工事写真を必ず撮影してください。 

  イ 完了検査 

    道路の築造工事が完了したら、「築造工事完了届」（第１０号様式）を提出し完了検査を 

   受けることとなります。 

    なお、工事期間中に関係権利者の変更があった場合、または、指定、告示をする上で承 

諾書が必要と判断した場合は築造工事完了届と同時に承諾書（印鑑証明付）を提出してく 

ださい。 

 また、関係各課への完了届や検査手続き等が必要な場合は、申請者と関係各課との間で 

直接行っていただき、検査済証等の写しを添付してください。 

  ウ 完了検査申込み時に必要な図書と記載事項は次のとおりです。 

 図書の種類 内容及び記載事項  

１ 築造工事完了届 ・第１０号様式による ３部 

２ 工事施工の工程写真 

・道路、排水施設等の各段階の工程写真 

・完成写真（全景（工事前、後））＜A4版＞ 

各１部 

３ その他必要な図書 

・位置図、公図の写し（分筆後）、確定測量図、 

 完了図 

各３部 

・道路の位置の指定を受ける土地の謄本 

 （地目変更確認） 

・関係法令の検査済証等の写し 

各１部 
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（５）告示・通知 

  ア 告示 

    工事の完了検査に合格し、最終的な審査が終わると、道路の位置の指定の告示を行いま 

す。 

  イ 通知 

    道路の位置の指定の告示とともに、指定の通知書を申請者に交付し、正式に道路の位置 

   の指定を受けたことになります。 
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４ 指定の変更・廃止手続き 

 

（１）変更（一部廃止）・廃止申請の流れ 

   道路の位置の指定の変更（一部廃止）・廃止（以下「変更等」という。）手続きは、指定の 

申請の流れを基本に行います。 

 変更等の本申請をする前に、事前に変更等に伴う計画内容、技術基準及び他法令の適合性 

等に関する審査を行い、本申請に必要な図書等が適合した時点で変更等の本申請が提出でき 

るようになります。 

                   □ 変更等申請の流れ 

道路の位置の指定の変更等の手続き     申 請 者       建築指導課 

は、次の申請の流れに沿って行います。 

 なお、関係各課及び関係機関等との 

調整は必要に応じて行うようにしてく 

ださい。 

変更等によって、その道路に接する 

敷地が法第４３条第１項等の規定に抵 

触することとなる場合は、変更等が制 

限されますので注意してください。 

（２）開発行為等に伴う廃止 

 都市計画法第２９条及び第３５条の 

２による開発許可を受けた開発区域内 

等に位置の指定を受けた道路の区域が 

全て存在する場合には、開発行為等の 

工事の着手をもって廃止等の申請手続 

きがなされたものとみなします。 

窓口事前相談 

事前相談 事前相談受付 

現地調査 

事前相談審査

変更等の 

本申請受付 

変更等の 

本申請 

審  査 

現地検査 

変更等 

の告示 

変更等通知書 

の交付 

変更等の内容を 

現地で確認 
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５ 道路の位置の指定の技術基準 

 

（１）道路の構造に関する基準 

  ア 道路の位置は、その指定、変更を受けた区域をコンクリートその他の耐水材料で作られ 

ている側溝、縁石、その他これらに類するもので囲うこととする。 

イ 道路の表層は、原則としてアスファルト舗装（密粒又は浸透性）とする。 

ウ 縦断勾配は１２％以下とし、かつ階段状としないこととする。 

エ 横断勾配は、原則として１％以上、２％以下とする。 

 

□ 道路標準断面図（参考図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  □ 道路の舗装構成 

    道路の舗装構成は、次の表を標準とする。ただし、路床が軟弱な場合や道路の幅員が大 

きい場合等の際は、「アスファルト舗装要綱」（日本道路協会）によるものとする。 

 舗装構成 材 質 層 厚 

表層（アスフ

ァルト舗装） 

再生密粒度 

開粒度（透水性舗装）

改良Ⅱ型 

40mm 

幅員 6ｍ以上 

  50mm 

路盤 

HMS-25 RC-30 100mm 150mm 

クラシャラン C-40 300mm 

150 

4.150ｍ（道路敷幅員）以上 

4.000ｍ（有効幅員）以上 

1%以上・2%以下 1%以上・2%以下 
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（２）道路の幅員や形態に関する基準 

 

  ア 両端接続道路（政令第１４４の４第１項第一号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 延長が３５ｍ以内（位置指定道路幅員が４ｍ以上６ｍ未満の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2m 

道
 
路
 

道
 
路
 

4m以上 

（有効幅員） 

L=任意 

角切り 

 2m 

公共汚水桝 

U 字側溝 

2m 

道
 
路
 4m以上 6m未満 

（有効幅員） 

３５ｍ以下の場合 

角切り 

2m 

公共汚水桝 

U 字側溝 

縁石 
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  ウ 任意延長（位置指定道路幅員が６ｍ以上の場合） 

    ・指定道路の幅員が６ ｍ以上の場合、指定道路内の転回広場の設置は不要です。 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エ 袋路状既存指定道路に接続① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                    ・Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３ ≦３５ｍ 

 

 

 

 

                  

 

 

 2m 

既
存
位
置
指
定
道
路
 

4m以上 

4m以上 

2m 

道
 
路
 

6m以上 

L＝任意 

 

2m 

2m 

道 路 

L3 L2 

L1 
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  オ 袋路状既存道路に接続② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                    ・Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３ ≦３５ｍ 

 

 

 

 

  

  カ 終端が公園、広場等に接続 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                  ・公園、広場等は、自動車の回転に支障がないもの。 

 

 

 

 

袋
路
状
既
存
道
路
 

4m以上 

4m以上 

2m 

2m 

道 路 

L3 L2 

L1 

2m 

道
 
路
 

4m以上 

L＝任意 

 2m 

 
 
 
 

公園、広場等 
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  キ 延長が３５ｍを超え４０ｍ以内の特例 

 ① 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 ②昭和４９年９月２１日 建第１１７０号、第１第３号 

 １ 避難上又は通行について安全上支障 

   ないと認められる場合 

 ２ 道路延長が４０ｍ以上延びる可能性 

   のない場合のみ認める 

 

 

 

  ク 延長が３５ｍ以上（基本型①） 

  

  

  

 

 

              

 

 

 

 

                   

 

 

 1m 

 1m 

 2m 

 1m 

 2m 

2m 

2m 

道
 
路
 

4m以上 

L＝40m以内 

 5m 

 4m 

 6m 

 2m 

2m 2m 

道
 
路
 

35m以内 

 2m 

 5m 

 4m 

 6m 3m 

35m以内 

 1m 

 4m 

 5m 

 5m 

L＝40m以内 

3m 
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  ケ 延長が３５ｍ以上（基本型②） 

 

  

  

  

 

 

              

 

 

 

 

                   

 

 

 

  コ その他 

 

                         

                        ※Ｌ＝40ｍ以内 → 回転広場不要 

                         Ｌ＝40ｍ超  → 回転広場必要 

（35ｍ以内毎）  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2m 

 1m 

 2m 

2m 

1m 

道
 
路
 

35m以内 

 1m 

 5m 

 4m 

 3m 4m 

35m以内 

 1m 

 5m 

 5m 

 2m 

2m 

2m 

道
 
路
 

 2m 

 4m 

4m 

 2m 

4m 

40m以内 
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（３）回転広場の形状 

 

  ア 中間転回広場①（両側転回広場） 

   

  

  

 

 

              

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

  イ 中間転回広場②（片側転回広場） 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 1m 

 1m 

 1m 

35m以内 

 5m 

 4m 

3m 

 5m 

35m以内 

 4m 

4m 

 1m 

 5m 
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  ウ 中間転回広場③ 

  

  

 

 

              

 

 

 

 

                   

 

 

  エ 中間転回広場④ 

 

  

  

  

 

 

              

 

    中間転回広場⑤ 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 1m 

 1m 

 1m 

35m以内 

10m 

 1m 

 1m 

 1m 

 2m 

1m 

35m以内 

 2m 

 4m 

10m 

5m 

35m以内 

 2m 

2m 

 4m 

4m 

35m以内 

 5m 

 2m 

2m 2m 

2m 

 2m 
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  オ 終端転回広場①                  終端転回広場② 

 

  

  

  

 

 

              

 

 

 

 

     

    終端転回広場③ 

 

 

 

  

                                               

                           ※明らかに延長する場合 

    終端転回広場④                 終端転回広場⑤ 

     

  

 

 

              

 

 

  

                                                           

                                                                ※道路の中心線上に６ｍ 

                                 円の中心があること。 

※④、⑤ 既存建物がある等相当な理由がある場合で、通行上支障がないと認められる場合のみ

認める。 

 5m 

35m以内 

 6m 

 4m 

 2m 

1m 

35m以内 

 1m 

 5m 

 4m 

 3m 

35m以内 

 2m 

 5m 

 5m 

 6m 

 4m 

 3m 

2m 

35m以内 

 2m 

 2m 

 8m 

 6m 

 4m 

 2m 

 1m 

 1m 

 4m 

4m 

 5m 
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    終端転回広場⑥                 終端転回広場⑦ 

 

 

 

  

 

 

              

 

  カ 袋路状既存道路に接続する場合の転回広場① 

 

 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

  キ 袋路状既存道路に接続する場合の転回広場② 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 4m 

 5m 

 4m 

 6m 

 1m 

 1m 

 1m 

 1m 

 3m 

 3m 

 5m 

 4m 

35m以内 

 4m 

 2.5m 

 2.5m 

4m以上 

 1m 

 1m 

 35m以内 

道
 
路
 

 35m以内 

 4m 

 5m 

 4m 

 1m 

 1m 

 32m～35m以内 

 35m以内 

35m以内 

※既存道路が３２ｍ～３５ｍの場合、 

上図のように転回広場が取れない場 

合は、既存道路が３５ｍ以上あるも 

のとみなす。 
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  ク 袋路状既存道路に接続する場合の転回広場③ 

 

 

 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

 

  ケ 袋路状既存道路に接続する場合の転回広場④ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1m 

 35m以内 

 4m 

 5m 

 4m 

 1m 

 35m以上 

道
 
路
 

 転回広場を最初に設ける 

 5m 

 5m 

 4m 

 1m 

 1m 

 32m～35m以内 

 35m以内 
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（４）道路延長の起点及び角切り位置 

 

  ア 既存道路に接続  

    

 

 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

    ※建築物がある場合で、やむを得ないと認められるものに限る。 

   （昭和４９年９月２１日 建第１１７０号、土木部長通達第２ 参照） 

 

 

 

２
項
道
路
 

4m以上 

 2m 

 2m 

 2m 

 2m 

 2m 

 L 
 L 

２
項
道
路
 

4m以上 

 3m 

 3m 

 3m 

 2m 

 3m 

 L  L 

既存建物 既存建物 

既
 
存
 
道
 
路
 

既
 
存
 
道
 
路
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水

路 

 

水

路 

 
法

面 

 
法

面 

  イ 河川・水路に接続 

    

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ウ 道路法面に接続 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

水路占用部分 

道路後退線 

２
項
道
路
 

 2m 

4m以上 

 2m 

 2m 

 2m 

 2m 

 L 
 L 

２
項
道
路
 

 2m 

4m以上 

 2m 

 2m 

 2m 

 L 

法面占用部分 

 L 

 2m（道路後退線） 
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  エ 道路交差部分の角切り 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ａ・Ｂ＞２ｍかつ斜長が２ｍ以上 

 

 

 

 

  オ 道路幅員が途中で変化する場合 

 

 

 

 

 

 

 

              ※Ｂ／Ａ≧１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4m道路  6m道路 

 4m 

 6m 

Ｂ 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

120度以上 

角切り不要 

4m以上 

2m以上 

（※3mが望ましい） 
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（５）その他の構造基準 

 

  ア 排水管の構造 

    本管の接続点、屈曲点は会所を設けること。 

  イ 汚水桝 

公共下水道用の樹脂、又はコンクリート製とする。 

  ウ 道路横断管 

特厚管（コンクリート製）又は、ＨＰの全巻きとする。 

  エ 水路、河川の取扱い 

  （ア）位置指定道路とするには、所有者の占用許可等が必要。 

  （イ）位置指定道路の地番に含める。 

     （○○番地先水路、○○番地先河川等） 

  オ 農道の取扱い 

  （ア）位置指定道路とするには、所有者の併用承諾等が必要。 

  （イ）位置指定道路の地番と併記する。 

     （○○番地先農道等） 

  カ 道路法面の取扱い 

  （ア）位置指定道路とするには、所有者の併用承諾等が必要。 

  （イ）位置指定道路の地番に含めない。 

  キ 転回広場の接道の取扱い 

  （ア）接道に関して有効な長さは、転回広場が道路に接している長さとする。 

  （イ）接道に関して有効とみなす部分は、原則として道路に平行な辺とする。 

 

    

 

 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

 

有
効
 

有
効
 

有
効
 

4m以上 

位
 
置
 
指
 
定
 
道
 
路
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■関係窓口一覧 

 

担担担担    当当当当    課課課課    名名名名    事事事事    務務務務    内内内内    容容容容    場場場場                    所所所所    

□農業委員会□農業委員会□農業委員会□農業委員会    農地転用の届出及び許可 

市役所５階 

℡ 0897-65-1313 

□下水道建設課□下水道建設課□下水道建設課□下水道建設課    

公共下水道の使用及び受益者負担金 

公共下水道及び排水施設の接続協議 

水路占用許可及び水路自費工事 

市役所４階 

℡ 0897-65-1281 

□建築指導課□建築指導課□建築指導課□建築指導課    

建築基準法に基づく建築確認及び許可申請等 

新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例 

建築基準法上の道路扱い等相談 

道路の位置の指定の相談及び申請・閲覧 

建築協定制度の認可 

長期優良住宅の認定 

建築リサイクル法の届出等 

市役所４階 

℡ 0897-65-1273 

開発審査係開発審査係開発審査係開発審査係    

開発許可事前相談 

土地計画法に基づく開発許可申請 

開発行為等に関する証明書の交付 

□都市計画課□都市計画課□都市計画課□都市計画課    

都市計画全般について(用途地域、地区計画等) 

土地利用計画法に基づく届出窓口 

都市計画施設・都市計画道路・用途地域等の確

認 

市役所４階 

℡ 0897-65-1270 

□道路課□道路課□道路課□道路課    

    

道路占用許可及び道路自費工事申請等 

道路全般(認定路線・管理幅員の確認) 

市道(水路)の境界査定 

市役所４階 

℡ 0897-65-1272 

□農地整備課□農地整備課□農地整備課□農地整備課    農道、農業用水路の排水接続及び自費工事等 

市役所４階 

℡ 0897-65-1263 

□水道局□水道局□水道局□水道局    

    工務課工務課工務課工務課    

上水道に関すること 

水道局２階 

℡ 0897-65-1332 

□東予地方局□東予地方局□東予地方局□東予地方局    

    西条庁舎西条庁舎西条庁舎西条庁舎    

    管理課管理課管理課管理課    

県が管理する国道・県道等に関すること 

急傾斜地の崩壊による災害防止法 

河川法関係 

砂防法関係 

東予地方局西条庁舎 

(西条市喜多川 796-1) 

℡ 0897-56-1300 
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□ 様 式 

 

 道路位置指定（変更）事前相談書   ・・・・第１号様式 

 

 

 道路位置指定事前協議（関係各課合議） ・・・・第２号様式 

 

 

 道路位置指定申請書チェックシート  ・・・・第３号様式 

 

 

道路位置指定完了申請書審査記録   ・・・・第４号様式 

 

 

 土地所有者等関係権利者の承諾書   ・・・・第５号様式 

新居浜市建築基準法施行規則 第１２条関係 

 

 公共施設の表示           ・・・・第６号様式 

 

 

 寄付申込書             ・・・・第７号様式 

※要件有 

 

 登記原因証明情報兼登記承諾書    ・・・・第８号様式 

 

 

 道路位置指定申請書         ・・・・第９号様式 

新居浜市建築基準法施行規則 第１２条関係 

 

 

 築造工事完了届           ・・・・第１０号様式 

新居浜市建築基準法施行規則 第１２条関係 

 

 

 

 

 

 



住所

申請者

氏名                印

　幅員　　　　　  m

区画数

備

　

考

（第１号様式）

道路位置指定（変更）事前相談書道路位置指定（変更）事前相談書道路位置指定（変更）事前相談書道路位置指定（変更）事前相談書

　新居浜市長　 　石　川　勝　行　様

新居浜市 地内を、道路位置指定申請することについて、都市計画法、

建築基準法及び道路の位置の指定申請・審査の手引き等に基づき、下記事項を事前に協議願い

たく申 請 し ま す 。

記

指 定 を 受 け よ う と す る 者

　住　　　所

　氏　　　名

施 行 地 区 の 地 名 ・ 地 番 　新 居 浜 市

目　　　　　　　　的 　・建売　 　 ・専用住宅　  　・共同住宅　  　・土地分譲  　　・その他　　　　

道路幅員、延長、面積等 延長　　　　　m 面積　　　　　㎡

指定区域面積

（開発総面積）     　　　　㎡

取 付 道 路 　･公道　・私道 幅員　　　　m 　・通り抜け　　  　・行き止り

区　　　　　　　　画 　最大面積　　　　　　　　　㎡ 最小面積　　　　　　　　㎡

農 地 転 用 　・要 （ ・済　　 ・未済 ）　　　　　・　不要 （農地以外）

官 民 境 界 査 定 　・要 （ ・済　 　・未済 ）　　　　　・　不要

用 途 地 域 　・　

　・汚　水　雑　排　水　　（　・分流式生放流　　 　・合流式生放流　）

　・そ  の  他     （                   　　　  　           　　　　　　　          )

  ・道路内雨水　（ ・雨水管放流　・吸い込み　・水路放流　・合流式生放流　 )　　　

　・宅地内雨水  （ ・雨水管放流　・宅地内吸い込み　・水路放流　・合流式生放流　)

付

欄

平  成　　 　年　　　 月　　  日

代 理 者

　住　　　所

　氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡

寄 付 の 有 無 　・道路敷地部分　（　・　寄付する　　　　　・　寄付しない　）

受

排 水 処 理 方 法



（第２号様式）

1 道路位置指定事前協議申請書

2 施行区域位置図 １／２５００程度

3 公図の写し　（地番、地目、面積、土地所有者等記入）

4 現況図

（申請地付近を図示し、施行区域に隣接している土地所有者及び

開発(見込）状況等及び道路境界査定の位置も明示）

計画道路上に既存物件、埋設物等がある場合は表示すること。

5 土地利用計画図

(宅地割、地目、地積、高低差等を明示）

6 指定道路縦横断図面

（幅員等及び取付道路との取り合い関係も明示）

7 排水計画図（雨水、汚水、雑排水等の明示）

8 その他必要な図面

・

支障なし

道路位置指定事前協議　関係各課合議

１／５００～１／６００

      任　  意

添付図面添付図面添付図面添付図面

　合　議 （ 受 付 ） 欄　：

１／１００～１／６００程度

・

支障なし

・

支障あり

担当者：

　指示・協議事項



（第３号様式）

①

④

３ 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。

４ 縦勾配が１２％以下であり、かつ、階段状でないものであること。

③

延長が３５ｍ以下の場合。

道及びこれに接する計画敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたもの

二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。

終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の回転に支障がないものに接

続している場合。

道路位置指定申請書チェックシート 平成　　年　　月　　日

※建築基準法施行令で定める基準のほか、新居浜市建築基準法施行規則第１２条で、道路の位置の指定

許可要件の審査（施行令第１４４条の４）
チェック欄

場合。

２

道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所（交差、接続又は屈曲によ

り生ずる内角が１２０度以上の場合は除く。）は、角地の隅角をはさむ辺の長さ２ｍの

５

る基準（建設省告示第１８３７号）に適合する自動車の回転広場が設けられている

ができる。

②

１

延長が３５ｍを超える場合で、終端及び区間３５ｍ以内ごとに国土交通大臣の定め

両端が他の道路に接続したもの。ただし、次に該当する場合は、袋路状道路とすること

幅員が６ｍ以上の場合。

であること。

■添付書類（書類関係）

・水路、農道等判別できるもの。地番を明示

項　　　目 チェック欄

　２　承諾書

　等の手続きについて定めています。

・指定道路敷に係る土地（道路後退部分含む）及び建物の

　１　道路位置指定申請書

・隣接河川、堤防等　　　　　　　　　境界査定書等

・相続関係を明らかにする必要がある時は、除籍謄本、

　（受付日以前の３カ月以内のもの）

　６　水路架橋承諾書

・別添様式による

・共有物件は全権利者名（根抵当権者も含む）

・建築基準法施行規則第１２条第１項による第９号様式（正・副）

・印鑑証明書を添付（正本に原本、副本には写し）

　登記事項証明書（受付日以前の３カ月以内のもの）

　相続協議書等を添付

１０　農道併用等 ・計画前に管理者と協議すること（承諾書）

・隣接農道、畦畔、水路等

・私道の場合、同意書も必要

・水路管理者

　８　宅建免許証の写し ・申請理由と連動（宅地分譲、建売住宅等）

　９　許可証等の写し

　７　（取り付き）

　　　道路の幅員証明書

・農地転用許可、占用許可等

　３　土地・建物

　　　登記事項証明書

　４　公図の写し

　５　放流同意書 ・土地改良区、水路管理（所有）者等

・申請道路敷き赤塗り、区画分け赤線で表示

１０　農道併用等 ・計画前に管理者と協議すること（承諾書）



■添付図書（図面関係）

・権利を有する者の氏名

・方位・道路及び目標となる建物（住宅地図）

・指定を受けようとする道路の位置、延長、幅員

・接続する基準法上の道路の種類、幅員

・申請道路の幅員、延長、周囲及び角切り長さ

・縮尺、方位、敷地境界線、地番、地目

チェック欄

・敷地内及び周辺の状況（既存建物等図示）

項　　　目

・土地、道路の高低その他形状の特記事項

・道路敷き所有者及びその土地の権利を有する者の氏名

　１　附近見取図

　３　土地利用

　　　平面図

1/200

以上

・用途地域界、都市計画道路等

・道路及び水路の位置

1/200

以上

　２　現況図

　６　道路横断図

1/20

以上

・道路構造、排水管、擁壁等

（舗装：表、中、下層　t=40,100,300）

　４　求積表（図）

1/200

以上

　５　道路平面図

・建築敷地等（敷地割毎）

1/300

以上

・申請道路部分

　７　道路縦断面図

1/20

以上

・道路構造、排水管、既存道路との接続部分

（横断勾配は１２％以下）

・写真方向図（平面図）

・画像サイズは、1280 ﾋﾟｸｾﾙ×960 ﾋﾟｸｾﾙ程度

・全区域、前面道路、水路等

・既存の袋路状の道路を延長する場合は、その現況図及び

　　　を付けること。

※２　提出時には、正本１部、副本１部、関係各課合議用必要部数を提出すること。

※３　事前協議書は、関係各課＋１部、合議書は、関係各課数を提出すること。

・本管縦断図（1/20以上）

・枝管縦断図（1/20以上）

※１　申請書製本の際には、添付書類、添付図面毎に整理し、それぞれの書類にインデックス

１１　写真方向図

　　　及び写真

1/200

以上

以上
（横断勾配は１２％以下）

　８　排水計画図

　９　高低測量図

・敷地が平坦な場合は、土地利用平面図を兼ねても可

1/200

以上

・平面図（1/200以上）

１０　構造図

1/50

以上

・側溝、会所、擁壁、床板等

　道路の縦断面図

１２　その他

・総画素数１００万画素以上で撮影



（第４号様式）

■添付書類（各３部）

　道路の築造工事完了届（条例規則第１２条関係）１ 築造工事完了届

項　　　目 チェック欄

・着工前（全景）

　・床板配筋

　・アスファルト舗装

・完了時（全景）※着工前との比較ができること

・各構造物工事中写真

道路の築造工事完了届（条例規則第１２条第４項）・・・（３部提出）

道路位置指定完了申請書チェックシート 平成　 　年　 　月　 　日

工事完了届 チェック欄

※新居浜市建築基準法施行規則第１２条第４項に基づく。（第１０号様式）

工事写真２

・道路の位置の指定を受ける土地の謄本（地目変更確認）

その他必要な図書

・確定求積図

・完了図

　・擁壁

※各工種とも、寸法が確認できる写真とすること。

３

※工事写真は、下水道建設課と道路課の「写真撮影リスト」を参照してください。

・関係法令の検査済証等の写し

（各種構造図、二次製品はミルシート等）

・附近見取図

・公図の写し（分筆後）

　・側溝

　・会所

　・排水管

●各３部

申請道路

着色図面



写真撮影リスト（下水道編） 

下水道建設課 

工  種 状    況 適    用 備 考 

土  工 埋戻状況 敷均し、締固め状況 ○層目 各スパン毎 

   

管布設工 砂基礎締め固め状況  各スパン毎 

砂基礎・砕石基礎 出来形検測 寸法を記入のこと 各スパン毎 

管布設状況 No.○～No.○ 

 

塩ビ管φ200mm 

 ○本目～○本目 L=  m 

各スパン毎 

管布設高さ 検測 寸法を記入のこと 各スパン毎 

人孔部可とう継手 設置状況 各人孔毎 

   

人孔設置工 

 

 

 

基礎砕石 出来形検測 厚さ t=   m（設計値） 各人孔毎 

副管設置状況 段差 H=   m φ150mm 各人孔毎 

副管設置工（砂基礎） 寸法を記入のこと 各人孔毎 

   

汚水桝設置工 

 

○○号地 汚水桝設置状況 １号宅内桝 H=  m 各汚水桝毎 

   

取付管工 

 

 

○○号地 支管設置工 支管設置状況 各汚水桝毎 

○○号地 取付管 砂基礎検測 寸法記入のこと 各汚水桝毎 

   

 

 

 

 

 

 

 



写真撮影リスト（道路編） 

道路課 

工  種 状    況 適    用 備 考 

土  工 道路掘削後状況 クラッシャーラン置換幅、深さ確認 40m 又は 

各交差点部 

路床整正状況 現地盤の不陸整正及び転圧状況確認 同 上 

道路盛土 クラッシャーラン t=30cm、 

厚さ確認、転圧状況 

同 上 

舗装工 路盤厚 クラッシャーラン t=10cm、 

厚さ確認、転圧状況 

40m 又は 

各交差点部 

舗装厚 

 

アスファルト t=4cm、厚さ確認 

同 上 

擁壁工 砕石 

 

基礎、厚さ、幅 20m 又は 

各交差点部 

擁壁 出来形（幅、厚さ、髙さ、根入れ） 

同 上 鉄筋を入れる場合は配筋写真 

（スケールを当てること） 

排水工 管布設工 下水道建設課と同じ 

（ただし、人孔部防護コンクリート

を除く） 

 

プレキャスト側溝 基礎砕石幅、厚さ、完成出来形 20m 又は 

各交差点部 

U 型側溝蓋（現場打ち） 配筋写真 各箇所 

現場打ち型側溝 基礎砕石幅、厚さ、完成出来形 
20m 又は 

各交差点部 

集水桝 基礎砕石幅、厚さ、完成出来形 形状が違う毎

に１箇所 

鉄筋構造物  配筋状況写真 各箇所 

その他 防護柵工 根入れ状況 工種毎に１枚 

その他条件工事 完成状況及び出来形 工種毎に１枚 

写真   

出来高 道路幅員 スタッフ、リボンテープを当てるこ

と 

40m 又は 

各交差点部 

※添付資料 

   出来高図 

    道路幅員、道路高さ（舗装、路側、構造物）      20m 又は各交差点部 

    水路勾配                      同上 



（第５号様式） 

 

土地所有者等関係権利者の承諾書 
 

 

道路位置指定申請人  住所 

 

氏名                 印 

 

 

          申請道路の所在地   新居浜市 

 

 

 上記に関して、建築基準法第４２条第１項第５号の規定に基づく道路の位置の指定を受けることにつ

いては、土地所有者等権利関係者として何等異議がないので承諾します。 

 

 

                            平成   年   月   日 

 

権利の種別 

 

 

権利の所在地    新居浜市 

 

 

権利者       住 所 

 

氏 名                       印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：権利者の印鑑証明書を添付してください。 



（第５号様式） 

 

 

承諾書 

                             平成   年   月   日 

 

 新居浜市長           様 

 

                    位置指定道路隣接権利者 

                    土地・建物 

                    所有者・地上権・その他（     権） 

 

                    住所        

                     

                    氏名                   印 

 

 

 このたび、新居浜市                    の敷地に隣接して建築基準法第４２

条第１項第５号による位置指定道路が築造されることにより生じる次の制限について承諾します。 

 

１ 位置指定道路からの建築物に対する高さの制限（建築基準法第５６条） 

２ 位置指定道路を利用しての建築の禁止（都市計画法第２９条） 

３ 一体とみなされる同時期の開発行為 

 

 

『参考』 

・建築基準法第４３条（接道義務） 

 建築物の敷地は、道路に２ｍ以上接していなければならない。 

 

・同第４４条（道路内の建築制限） 

 建築物（門、へいを含む）又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に突き出して建築し、又 

は築造してはならない。 

 

・法第５６条第１項（道路斜線制限） 

 建築物の各部分の高さは、敷地の前面道路の反対側の境界線までの水平距離に住居系地域では１．２

５倍、その他の地域では１．５倍の数値を乗じた数値以下にしなければならない。 

 

 



（第６号様式）

（ 別　紙 ）

公共施設 管理に関する

の 種 類 特　記　事　項

（敷地の所在）

（１）面積

道

路 （２）幅員・延長

施

設

（１）管　渠（管径・延長・管種）

下 　　　汚水

　　　雨水

水 （２）人　孔（形式・数量）

　　　汚水

道 　　　雨水

（３）宅内桝（形式・数量）

施 　　　汚水

設

そ

の

他

公　共　施　設　の　表　示

概　　　　　要 備　　考



（第７号様式） 

 

平成  年  月  日 

 

新居浜市長  石 川 勝 行 様 

 

 

寄付申込者（住所） 

 

                    （氏名）                   印 

 

 

寄 附 申 込 書 

 

 次に表示する物件を寄付しますから、受納くださるよう申し込みします。 

 

 

 １ 物件の表示 

 

   （土 地）  新居浜市 

           

 

   （施設等）   

 

    道路施設     下水道施設   道路施設   

（別紙のとおり。） 

 

 

 

 ２ 添付書類 

  （１）位置図、公図（分筆後）、土地利用平面図、地積測量図（分筆後）【写各１０部】 

     ※各図面は当該地を朱書きのこと。 

  （２）寄付する土地の登記簿謄本               【原本１部、写１部】 

（３）登記承諾書、登記原因証明情報             【原本２部、写１部】 

  （４）印鑑証明、商業登記簿謄本又は資格証明書（法人の場合） 【原本１部、写１部】 

  （５）道路の位置の指定申請書の写し                  【写５部】 

（６）現況写真（当該地を朱書きのこと。）               【原本２部】 

   ※施設全景が確認でき、かつ施設上に占有物件がないと確認できるもの。 

  （７）施設関連図面（各寄付施設の構造図等一式）            【写５部】 

（８）その他必要な書類 



（第８号様式） 

登記原因証明情報兼登記承諾書 

 

１ 当事者及び不動産 

（１）当事者    権利者（甲）   新 居 浜 市 

義務者（乙）   新居浜市 

          

               

 

（２）不動産の表示 

土
 
地
 
の
 
表
 
示
 

所  在  新居浜市 

 地  番  地  目  地  積  ㎡ 備 考 

       

以 下 余 白     

     

 

２ 登記の原因となる事実又は法律行為 

（１）乙は、甲に対し、平成  年  月  日、本件不動産を寄附し、甲はこれを受納した。 

（２）よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。 

 

３ 登記の承諾 

 乙は、上記の登記原因により、甲が本件不動産の所有権移転登記をすることを承諾した。 

 

平成  年  月  日 松山地方法務局 西条支局 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

  （権利者）  新居浜市 

         新居浜市長  石 川 勝 行 

 

（義務者）  新居浜市 

 

 



（第８号様式） 

登記原因証明情報兼登記承諾書 

 

１ 当事者及び不動産 

（１）当事者    権利者（甲）   新 居 浜 市 

義務者（乙）   新居浜市一宮町一丁目５番１号 

株式会社 新 居 浜 

代表取締役 新居浜 太 郎 

 

（２）不動産の表示 

土
 
地
 
の
 
表
 
示
 

所  在  新居浜市一宮町一丁目 

 地  番  地  目  地  積  ㎡ 備 考 

甲１２３４番５ 公衆用道路 １２８ ９９  

甲１２３４番６ 公衆用道路 ７８   

以 下 余 白     

 

２ 登記の原因となる事実又は法律行為 

（１）乙は、甲に対し、平成  年  月  日、本件不動産を寄附し、甲はこれを受納した。 

（２）よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。 

 

３ 登記の承諾 

 乙は、上記の登記原因により、甲が本件不動産の所有権移転登記をすることを承諾した。 

 

平成  年  月  日 松山地方法務局 西条支局 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

  （権利者）  新居浜市 

         新居浜市長  石 川 勝 行 

 

（義務者）  新居浜市一宮町一丁目５番１号 

株式会社 新 居 浜 

代表取締役 新居浜 太 郎 

 

 

実 印 

 

実 印 



第9号様式(第12条関係) 

 正         道路の位置の指定(変更・廃止)申請書 

平成  年  月  日 

  新居浜市長 石 川 勝 行 様 

申請者住所          

氏名          印 

TEL(  ) ―     

  新居浜市建築基準法施行規則第12条の規定による道路の位置の( )申請をします。こ

の申請書及び添付図書に記載の事項は事実に相違ありません。 

図書作成者住所氏名 印      

関 係 地 位 置 新居浜市     町     丁目     番地 

道 路 の 幅 員 m       m       m      

道 路 の 延 長 m       m       m      

関 係 土 地 地 番 土地所有者住所氏名 印 

土地に関する所有権

以外の権利者 

印 

1 

  

  

  

  

    

2 

  

  

  

  

    

3 

  

  

  

  

    

4 

  

  

  

  

    

5 

  

  

  

  

    

6 

  

  

  

  

    

7 

  

  

  

  

    

※
通
知
番
号
欄
 

受 付 番 号 第        号 受付印 

受付年月日 平成   年   月   日 

告 示 番 号 第        号 

告示年月日 平成   年   月   日 

 

 

 



第9号様式(第12条関係) 

 副         道路の位置の指定(変更・廃止)通知書 

平成  年  月  日 

  申請者住所 

     氏名              様 

   

新居浜市長 石 川 勝 行  

 

  平成  年  月  日付けで申請の道路の位置の（  ）について、新居浜市建築

基準法施行規則第12条の規定により承認したので通知します。 

図書作成者住所氏名 印      

関 係 地 位 置 新居浜市     町     丁目     番地 

道 路 の 幅 員 m       m       m      

道 路 の 延 長 m       m       m      

関 係 土 地 地 番 土地所有者住所氏名 印 

土地に関する所有権

以外の権利者 

印 

1 

  

  

  

  

    

2 

  

  

  

  

    

3 

  

  

  

  

    

4 

  

  

  

  

    

5 

  

  

  

  

    

6 

  

  

  

  

    

7 

  

  

  

  

    

※
通
知
番
号
欄
 

受 付 番 号 第        号 受付印 

受付年月日 平成   年   月   日 

告 示 番 号 第        号 

告示年月日 平成   年   月   日 

 



第10号様式(第12条関係) 

道 路 の 築 造 工 事 完 了 届 

平成  年  月  日 

   新居浜市長 石川 勝行 様 

築造主 住 所          

氏 名        印 

 平成  年  月  日申請の道路の築造を完了したので、新居浜市建築基準法施行規 

則第12条の規定により届けます。 

道路位置地名地番 新居浜市    町   丁目    番地 

道 路 の 幅 員       m      m      m 

道 路 の 延 長       m      m      m 

備考 

 

※受付印 

 

 

 

 

 

第     号 

 

※検 査 

 

 

 

年  月  日 

 

※報 告 

 

 

 

年  月  日 

 

※指 定 

 

年  月  日 

 

第      号 

担当印 担当印 担当印 担当印 

 注意 ※印欄は、記入しないでください。 


